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第 1 号

費    目 工    種 種    別 細   別 単位 数量 単  価 金    額          摘      要

本工事費

 純工事費 式 1 ― ―

 直接工事費 式 1 ― ―

ポンプ設備 式 1 ― 明細書第1号のとおり

　計

（直接工事費）

 共通仮設費 式 1 ― 明細書第2号のとおり

　計

（純工事費）

　現場管理費 式 1 ―

　計

（工事原価）

　一般管理費等 式 1 ―

　　計

（工事価格）

　消費税等相当額 式 1 ―

本工事費計

　 　　　内　　訳　　表



明　　　細　　　書 第 1 号

 

工 種 数量 単位 単 価 金 額

ポンプ設備 1 式 ― ―

1 台

付属品含む

配管材 FC製 1 式 ―

逆止弁 鋳鉄製 1 個

鋳鉄製 1 個

1 個

サクション 1 個

1 式 ―

（試運転調整及びその他作業費を含む）

1 式 ―

（溶接費等含む）

ポンプ基礎更新工 1 式 ―

（労務費及び材料費含む）

ポンプ操作盤更新工 1 式 ―

（労務費及び材料費含む）

フート弁 Φ150×10KF

配管取替費

吊下台板 Φ150用

ユニット付

手動仕切弁

小計

Φ125×10KF

無送水接点付

Φ125×10KF

外ネジ式

ポンプ取替費

出力：18.5kw

形状寸法

ケーシング：FC200

主軸：SUS403

口径：125㎜

吐出量：1.8㎥/min

種 別

羽根車：CAC406片吸込み渦巻ポンプ

材料 摘　要



明　　　細　　　書 第 2 号

 

工 種 数量 単位 単 価 金 額

 共通仮設費 1 式 ― ―

1 式 ―

4t車

ユニッククレーン車 8 日

1 式 ―

材料

2.9ｔ吊り

種 別

共通仮設費

摘　要

発生材処分費

形状寸法

小計
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第 １ 章  一般共通事項 

  

１ 適用範囲 

  本仕様書は、津市が発注する機械・電気設備に係る工事及び工事（以下、「工事等」という。）に 

 適用する。 

 

２ 関係法令等の遵守 

  本仕様書において特に明記無き事項については三重県公共工事共通仕様書（三重県県土整備部公共 

事業運営室監修兼編集）に従い施工すること。 

    また、機器仕様に記載した事項のほか使用する機器及び材料等については、その性質、操作性等を 

十分考慮したものを使用し、工事等の施工にあっては関係法令、県・市条例、規則、規定及び規格等 

を遵守することとし、下記に示す関係法令、基準、規格等については特に留意すること。 

 (１) 建設業法 

(２) 水道法 

(３) 消防法 

(４) 計量法 

(５) 労働基準法 

(６) 労働安全衛生法 

(７) 建築基準法 

(８) 建設リサイクル法 

(９) 三重県公共工事共通仕様書 

（10）廃棄物処理及び清掃に関する法律 

（11）電気事業法 

(12) 電気用品安全法 

（13）日本電気協会内線規程（JEAC） 

（14）電気規格調査会規格（JEC） 

（15）日本電機工業会標準規格（JEM） 

（16）日本電線工業会標準規格（JCS） 

（17）日本電池工業会規格（SBA） 

(18) 日本照明工業会規格（JLMA） 

（19）電気設備に関する技術基準を定める省令 

（20）日本溶接協会規格（WES） 

（21）日本産業規格（JIS） 

（22）日本水道協会発行水道工事標準仕様書（JWWA） 

（23）（公）全国都市清掃会議発刊 廃棄物処理施設点検補修工事積算要領（平成22年度版） 

（24）上記に記載なきものは、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編、電気設備工事編） 

(25) その他関係法令、条例及び規格等 

上記の法律等は、全て適用するものの内容が競合等の重複する場合には協議のうえ決定する。  

 



 

３ 打ち合わせ 

    本工事等の請負契約締結後、すみやかに受注者は、本市監督員との打ち合わせ及び現場調査等を実 

施し、その施工内容を熟知すると共に、疑義があればこれを正し、受注者はその打ち合わせ内容につ 

いての議事録を作成し、記録等を整備するものとする。 

 

４ 環境配慮 

  受注者は、機器製作及び選定あるいは施工計画にあたり下記の事項について留意し、特に請負金額が

７５０万円以上の場合にあっては、本市に建設副産物（スクラップ、コンクリート砕りガラ等）の再利

用計画等について届けると共に、必要な書類を提出し、環境に配慮し施工しなければならない。 

(１) 騒音、振動の抑制 

 本工事において使用する建設機械にあっては、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき国土交通

省で指定された建設機械を使用するものとする。 

 なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建

設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。 

(２) 地下水のかん養（雨水浸透等） 

(３) 建設副産物の再利用（掘削残土の削減、現場内利用の促進、コンクリートガラ等の再利用促進、

その他リサイクルの推進） 

(４) 廃棄物の適正な処分 

(５) その他、機器選定等及び施工に係る省エネルギーの推進 

 

５ 承諾図書 

   受注者は、機器製作にあたり機器詳細仕様書、機器詳細図（製作機器及び購入機器の主要部品図、 

付属品図等を含む）、その他、必要な図書を本市に提出し、承諾を受けるものとする。 

 

６ 軽微な変更 

  全て設計図書及び仕様書に基づき施工するものとして、これに明記なきもの、軽微な変更について 

は、本市監督員の指示によるものとする。 

 

７ 器材・機器類の保管 

  受注者は、本工事等に必要な資材等の集積場所及び保管場所等について本市監督員の指示を受けて 

受注者の責任により管理すると共に、工事等の竣工引き渡しまでの器材・機器類等の保管、保護をし 

なければならない。 

 

８ 既設営造物の損傷、その復旧 

  受注者が既設の建築物及び構築物あるいはその設備、機器及び装置並びに備品等を破損、損傷また 

は汚染した場合は、速やかに現状に復旧させると共にその費用の一切を受注者が負担する。 

 

９ 提出書類 

  提出書類は原則として三重県公共工事共通仕様書に記載するものの他、本市監督員の指示する必要 

な書類を提出するものとする。 



 

  なお、そのサイズは、指定なきものを除き全てＡ４版とする。 

（１）着手時に提出するもの（契約日から７日以内） 

ア 工事着手届        １部 

イ 現場代理人及び主任（監理）技術者選任届     １部 

ウ 工程表        １部 

エ 工事カルテ登録内容確認書（500万円以上）    １部 

オ 環境管理に係る配慮事項確認書（750万円以上）   １部 

カ 「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」に基づく 

計画書、実施書類（必要な場合）     １部 

キ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（必要な場合）  １部 

ク 建設業退職金共済掛金収納書      １部 

（２）工期内に適時提出するもの 

ア 打合せ議事録（工事打合簿）     ※下記事項に付随して２部提出又必要部数 

イ 施工計画書（30日以内）       ２部 

ウ 施工体制台帳の写し（必要な場合）     ２部 

エ 部分下請負通知書（必要な場合）      ２部 

オ 承諾図書        ２部 

カ 段階確認書（随時）       ２部 

キ 機器（材料）確認調書       ２部 

ク 使用材料調書        ２部 

ケ 工事履行状況報告書（翌月４日以内）（必要な場合）   ２部 

コ 諸官庁届出書（必要な場合）         必要部数 

サ 工事検査要求書（必要な場合）      ２部 

シ 社内検査要領書（検査前）      ２部 

ス 社内検査成績表（検査後）      ２部 

セ 施工要領書（図面含む）       ２部 

ソ 試運転要領書（試運転前）      ２部 

タ 試運転成績表（試運転後）      ２部 

チ 安全教育、研修・訓練報告書等（提出を求めた場合）   ２部 

ツ その他必要な書類          必要部数 

（３）完成時に提出するもの 

ア 完成報告書        ２部 

イ 工事完成写真（主要な部分を抜粋したもの）    ２部 

ウ 完成図書 製本（金文字・黒表紙）      ２部 

エ 工事写真帳（全体）       １部 

オ 施工監理記録        １部 

カ 電子データ（完成図書データ・写真のＣＤを完成図書に挟み込み） １部 

キ その他必要な書類          必要部数 

 

 



 

10 試験及び検査 

 (1) 受注者は、機器及び材料の試験を行い、その成績書を本市監督員に提出し、承諾を受けるものと 

  する。 

 (2) 主要機器については、製作工場において本市監督員等の立ち会いのもとに諸試験を行うことがあ 

  る。この場合、立会日の１０日以前に必要書類を添付のうえ、その試験、検査等について書面で申 

  し出ること。 

  (3) 機器、材料の検査及び試験のうち、公的またはこれに準ずる機関の発行した証明書等により、そ 

  の成績が確認できるものについては、本市監督員の承諾のもとに省略することができる。 

      なお、各試験、検査等は、受注者において必要な計器機器等を負担、準備し、実施しなければな 

  らない。また試験及び検査等に市監督員が立ち会わない場合は、その試験結果について写真、資料 

  等を添付し本市監督員に報告すること。 

 (4) 試験及び検査の結果、本市監督員等の承諾が得られず、工事等に使用することが不適当なものと 

  判断された場合には、受注者は、いかなることがあっても使用してはならない。 

11 機器製作及び現場施工の記録写真 

 (1) 写真の分類 

   ア 施工前、施工中及び完成（同一アングルにて撮影のこと）の３種類を撮影し、A４縦用紙に、 

上（施工前）・中（施工中）・下（完成）の順に配する。 

  イ 機器製作状況写真（機器製作手順による工場製作状況写真、既製標準品は除く） 

  ウ 現場施工写真（現場における施工状況写真） 

  エ 安全管理写真 

  オ 材料検収写真 

  カ 品質管理写真 

  キ 出来形管理写真 

 (2) 写真の色彩、大きさ 

        カラー・サービスサイズ 

 (3) 写真の撮影基準 

  ア 写真の撮影にあたっては、工事名、工種内容、測点等の必要な項目を記載した小黒板を被写体と

共に写し込むこと。 

  イ 不可視部分の写真管理  

        不可視になる出来形部分については、出来形寸法等が確認できるよう特に注意して撮影しなけれ

ばならない。 

    ウ 写真には、下記の項目を記載した小黒板（電子黒板）を被写体と共に写しこむこと。 

① 工事名 

② 発注者名 

③ 施工部名 

④ 施工内容（工種、機材名、寸法、使用機械の能力等） 

⑤ 受注者名 

12 施工管理 

 (1) 受注者は、現場における工事開始と共に責任ある技術者を現地に常駐させ、工事等の期間中の危険

防止対策を十分に行い、労働災害の防止に努めなければならない。 



 

 (2) 受注者は、常に資材その他の整理整頓、清掃に努め、また工事等の完了に際しては、施工場所の後

片付け、清掃等を実施すること。 

 (3) 機器、資材等の搬入は、できるだけ通学通勤時間帯を避けるものとして、万一、この時間と重なる

場合には、関係車両は付近の住民等、一般車両を優先しなければならない。 

 (4) 受注者は、付近の住民あるいは工事等の作業員に対して事故等、災害が発生した時は、速やかに本

市監督員に報告しなければならない。 

13  作業主任者の選任 

(1) 受注者は、労働災害を防止するため、作業主任者を選任すべき作業において作業主任者を選任 

し、必要な指揮・点検・監視等を行うこと。 

（例）足場の組立て等作業主任者、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、ガス溶接作業主任者、 

有機溶剤作業主任者、あと施工アンカー、クレーン、玉掛作業等 

(2)上記に係る免許証又は講習修了書等の写しを発注者に提出すること。 

14  衛生管理 

(1) 施工箇所の衛生管理には十分に注意すること。また、池内及びその上部での油脂や薬剤等飲料 

水に不適なものは使用しないこと。周囲で使用する場合にあっても、発注者と協議のうえ決定す 

ること。 

（2）作業従事者は、必要により水道法第２１条による健康診断（検便）を受け、その診断結果を発 

注者に提出し、承諾を得て従事すること。（有効期間は概ね６か月以内） 

15 竣工 

 (1) 施設等の受け渡し（引き渡し） 

      工事等の完了に伴う設備、機器、施設等の受け渡しは、本市のほか必要な関係官公庁署の試験、検

査等に合格した後とする。 

  (2) 技術指導 

   完成施設等の使用に先立ち各機器の操作技術について講習会等を受注者の責任において実施し、必 

要な資料を提出すること。 

  (3) 保証 

ア 保証期間は、完成検査合格後（引き渡しの日より）１年間とする。 

  イ 保証期間中に生じた施工及び材質あるいは構造上の欠陥による全ての破損及び故障等について

   は、受注者の負担にて速やかに補修、改造または新品と交換を行わなければならない。 

ウ 保証期間満了時には、受注者の担当技術者を派遣し、設置機器あるいは工事等の対象設備の点検

及び整備を実施しなければならない。 

エ 保証書は、完成図書に綴じ込むものとする。 

16 疑義 

 (1) 本仕様書及び添付図面等の内容についての不明な事項は、必ず本市監督員に照会し、説明を受ける

こと。 

 (2) 施工中において、図面、仕様書、その他に疑義を生じた場合は、全て本市監督員の指示及び解釈に

よる。 

17 その他 

 (1) 本工事等の設計図書、仕様書に記載する一切の機材等は、全て受注者が調達するものとし、工事等

の実施の結果、設計数量より多少増加したり、詳細にわたり明記されていない事項であっても工事等



 

の性格上、当然必要なものについては、全て受注者の負担とする。 

  (2) 受注者は、工事等の施工にあたり特許権、その他第三者の権利の対象となっている機器、部材を設

置または使用する時は、その設置及び使用に関する一切の責任を負うものとする。 

  (3)現有施設の使用は、本施設の運営管理に支障を及ぼさない限りにおいて認めるものとし、

その範囲は協議し定める。 

  (4) 設備機器等の維持管理上、必要な予備品、消耗品及び工具類については、その一覧表を本市監督員

に提出し、承諾を受けた後、納入するものとする。 

(5) 本工事等にあたっては、関係法規等を遵守し、労働災害の発生がないように努めること。 

(6) 受注者は、本工事等の施工において本施設の運営、設備及び機器への損害等を与えた場合の費用

等については、全て受注者の負担とする。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 ２ 章  工事施工 

 

１ 工事概要 

本工事は、旧津市白銀環境清掃センターの付帯施設である野田揚水ポンプ場の１号ポンプの本

体及び付帯設備等に不具合が生じ、揚水機能に支障が生じていることから、ポンプの更新を行

いポンプ設備の円滑な運転を図るものとする。 

 

２ 機器等の仕様 

(1) 既設ポンプ 

ア 型   式   横軸片吸込渦巻ポンプ（φ１２５ ＳＦ（ＴＫ）-Ｍ） 

イ メ ー カ ー   ㈱電業社機械製作所 

ウ  口   径   φ１２５㎜ 

エ 吐 出 量   １．８㎥／min 

オ 全 揚 程   ３２ｍ 

カ フライホイール 有り（管路距離：約２，５１２ｍ） 

キ 電 動 機   １８．５ｋｗ×４Ｐ 

ク 電   源   ２００Ｖ×６０Ｈｚ 

ケ 数   量   １台 

（2） 新設ポンプ 

ア 型   式   横軸片吸込渦巻ポンプ 

イ  口   径   φ１２５㎜ 

ウ 吐 出 量   １．８㎥／min 以上 

エ 全 揚 程   ３２ｍ 

オ フライホイール 有り（管路距離：約２，５１２ｍ） 

カ 電 動 機   １８．５ｋｗ×４Ｐ 

キ 電   源   ２００Ｖ×６０Ｈｚ 

ク 数   量   １台 

 

３ 使用材料 

 配 管 材 料     FC製     １式 

 逆 止 弁    φ１２５×１０ＫＦ 

 鋳鉄製 無送水接点付き   １個 

 手動仕切弁    φ１２５×１０ＫＦ 

 鋳鉄製 外ネジ式    １個 

 フ ー ト 弁       φ１５０×１０ＫＦ 

※異物等の吸込みを防ぐ構造とする。 １個 

 吊 下 台 板       φ１５０用 

 サクションユニット付     １個 

   その他材料       消耗品及び付属品含む     １式 

 



 

４ 構造概要及び製作条件 

（1） ポンプは性能の安定したもので、使用流量範囲において電動機が過負荷にならないものとする。 

（2） ポンプ羽根車は異物等の混入に対し、良質強靭な材質とし、バランスのとれた安定した性能を発

揮するものとする。 

（3） 主軸は動力伝達と危険速度を考慮した十分な強度を有するものとする。 

（4） ポンプは、振動や騒音が小さく円滑に運転できるとともに、有害なキャビテーション現象等が発

生しないよう設計製作する。 

（4） 軸受は荷重に対して最適な構造の支持容量を有する耐久力のあるものとする。 

（6） ポンプ及び配管のフランジ接続部等のボルト、ナットは、ステンレス製（SUS304）とする。 

（7） 中間軸又は軸継手部には、保護カバー（内部点検が容易にできる構造）を設ける。 

（8） 水撃対策については、実際（推定）のポンプ運転点における水撃計算を行い装置及びポンプ等の

製作にあたるものとする。また、水撃計算書は承諾図と合せ提出し、承諾を得ること。 

（6）ごみ及び異物等がフート弁に嚙み込んだ場合、容易に除去できる構造とすること。 

（7）ポンプは、空気抜きが容易に行える構造とすること。 

 

５ 工事内容 

(1) ポンプ１台の更新  

 (2) ポンプ更新に伴う配管及び弁類等の取替 

 (3)  ポンプ更新に伴うポンプ基礎の斫り及び補修等 

 (4)  ポンプ更新に伴う操作盤等の改造 

(5) 試運転及び試験調整等（部品交換後、単体試運転、総合試運転及び試験調整等） 

(6)  その他必要な作業 

 

６ 注意事項 

(1)  本工事にあたっては、本施設の業務に支障を与えないように施工すること。 

(2)  本設備の工事後は、受注者により試運転、無負荷及び実負荷運転を行い、試運転報告書

等の提出を行うこととする。 

(3)  本工事の施工については、悪環境（硫化水素等の発生）のため、作業する際は、安全には充分配

慮し円滑に施工ができるよう考慮し、事故等のないよう検討すること。 

(4)   現場施工期間中においては周辺環境に配慮し、工事場所に、工事名、工期、発注者、受注者、連

絡先等を記載した掲示を行うこと。 

 

第 ３ 章  特記事項 

 

１ 作業日時 

   作業日時は、土、日曜日を除く８時３０分から１７時までとする。時間外作業をするときは、本

市監督員の承諾を得ること。 

２ 発生材の処分 

 本工事に伴い発生する廃材等については、請負者において、法令等に基づいた適正な処分を行う

ものとする。 



 

３ 建設発生土に関する事項 

建設発生土の搬出はありません。 

４ 工事完成報告書 

   工事完成報告書の提出部数は２部とする。 

５ 試験、検査 

(1)  本設備の施工後、検査成績書を提出すること。  

(2)  無負荷及び実負荷運転実施にて異常・振動の確認を行うこと。 

 (3)   本設備、機器の検査については、第１章一般共通事項に準ずることとする。 

 ６ 現場施工の時期 

 本工事施工の時期にあっては、本市監督員と協議のうえ決定し、当該施設の運転維持及び運営に

支障無きよう十分考慮し、施工すること。 

７ 完成図書 

施工図及び取扱説明書等の完成に伴う完成図書は、原則として３部作成するものとする。 

なお、作成にあっては、本市監督員の指示に従うものとし、 提出書類等を含めて疑義・不明なる

項目については監督員と協議を行い必要に応じて議事録をもって処理すること。 

 

第 ４ 章  支払いに関する事項 

 

  【前金の支払い】 

   請負代金の額が１３０万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律

に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負金額の１０分の４

以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 ５ 章  工事施工監理に関する事項 

 

  【部分下請負通知書】 

     受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するもの

とする。なお、下請負業者（再下請負業者も含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業

者も含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。 

 

  【現場の管理】 

     受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合

のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用さ

せるものとする。 

    ＜名札の一例＞ 

 

 

 

 

                     氏 名   

                      

                      

 

 

 

 

      注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

      注２）所属会社の社印とする。 

【施工体制台帳等】 

  受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体

制台帳を作成し、工場現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  主任・監理技術者 

   ○○ ○○ 

工事名   ○○工事 

工 期   自○○年○○月○○日 

至○○年○○月○○日 

 

会 社   ○○株式会社  印 

  

写真 

２ｃｍ×３ｃｍ 

程度 



 

第 ６ 章  産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け 

 

［産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け］ 

 産業廃棄物の収集運搬に係る表示及び書面備え付けを行うものとする。 

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業者の表示例 

   

  産業廃棄物収集運搬車 

氏名又は名称 

        許可番号 第１２３４５６号 

                             

    

排出事業者が自ら収集運搬する場合の表示例 

表示方法に関する注意事項 

 

 

  産業廃棄物収集運搬車    

 氏名又は名称 

                           
 

表示方法に関する注意事項 

・車両の両側面（車体の外側）の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。 

・表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカ

ー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行う場合、ステッカー等の素材

には風雨に耐えられるものを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に

容易に取り外されないようにすること。 

・文字・数字には、車体・ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でか

すれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、ただちに取り除くこ

と。 

廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表記 
・140 ポイント以上の大きさの文字（注１） 

(注 1)JIS Z 8305 で規定されている大きさ 
1 ポイント＝0.3514mm 

(注 2)JIS Z 8305 で規定されている大きさを 
1mm 単位で四捨五入した数値です。 

統一許可番号（下 6 けた） 
・９0 ポイント以上の大きさの数字（注１） 

事業者の氏名又は名称 
・90 ポイント以上の大きさの文字（注１） 

《 

車 

両 

の 

両 

側 

》 （注 1)JIS Z 8305 で規定されている大きさ 
1 ポイント＝0.3514mm 

 (注 2)JIS Z 8305 で規定されている大きさを 
1mm 単位で四捨五入した数値です。 

許可業者の氏名又は名称（許可証記載通り） 
・90 ポイント以上の大きさの文字（注１） 

4
.9

cm
以
上

 

（
注

２
）

 

3
.2

cm
以
上

 

（
注

２
）

 3
.2

cm
以
上

 

（
注

２
）

 
3
.2

cm
以
上

 

（
注

２
）

 

廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表記 
・140 ポイント以上の大きさの文字（注１） 

4
.9

cm
以
上

 

（
注

２
）

 

《 

車 

両 

の 

両 

側 

》 



特記事項 条件等及び内容
暴力団等の不当介
入の排除等

　本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」と
いう。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。
　なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成
２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。
１　受注者等の義務
　⑴　本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められ
　　る下請負人等を使用してはならない。
　⑵　受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
　⑶　受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物
　　処理業者等を使用してはならない。
　⑷　受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を
　　受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署
　　に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行った
　　とき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
　　　なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったと
　　き、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。
２　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置
　　入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有
　していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基
　準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。
　　また、上記１の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。
３　契約等の解除
　　上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との
　契約等については、これを解除することができる。

配慮依頼事項 　本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。
　なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じな
かった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。
１　下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められ
　た契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。
２　資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製
　品、地元生産品を使用すること。
３　建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。
４　業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。

津市公契約条例 　本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経
済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。
　なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第２２号）（以下「条例」という。）
において使用する用語の例による。
１　受注者等の責務
　⑴　関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
　⑵　受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
　⑶　受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとすると
　　きは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければ
　　ならない。
　⑷　受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経
　　済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産
　　された資材等を活用するよう努めなければならない。
　⑸　受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなけ
　　ればならない。
　⑹　受注者等は、条例第７条第１項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長
　　等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協
　　力しなければならない。
２　公契約の解除等
　　市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等
　の指名停止等必要な措置を採ることができる。
　⑴　条例第７条第１項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
　　立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答
　　をしたとき。
　⑵　条例第８条第１項の規定による命令に従わないとき。
　⑶　条例第８条第２項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
　⑷　⑴から⑶に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
　⑸　特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

特記仕様書



特記事項 条件等及び内容

特記仕様書

労働環境の確保に
係る誓約事項

　津市公契約条例（以下「条例」という。）第６条の規定により、下記事項について了承し、遵守する
ことを誓約します。
　また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び
違約金徴収について異議はありません。
１　津市公契約条例施行規則第８条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を
　遵守すること。
２　関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事
　業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
３　条例第７条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
４　労働者が条例第９条第１項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇そ
　の他の不利益な取扱いをしないこと。
５　労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
６　労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額
　の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
７　市長等が行う施策に協力すること。

新型コロナウイルス
感染症の拡大防止
措置等

　本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、下記のとおり徹底を
図るものとする。
１　工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等
　も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の
　定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者
　等の健康管理に留意すること。
２　新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という３
　つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことか
　ら、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等におけ
　る着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請業者をはじめ、下請業者等の多人数が集まる場
　面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや
　作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
３　感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするた
　め、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行す
　ることを前提とする。
４　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要
　な場合には、監督員と協議を行うこと。
５　作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」とい
　う。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従
　い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。
　　なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全
　ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。
６　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変
　更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第１９条（設計図書の変更）の規定に基
　づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとする。この場合において必要があると
　められるときは、工期若しくは請負代金の変更の対象とするものとする。


